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目的 北九州市で、市民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるお

それのある切迫した事態が発生した際に、市議会が「北九州市災害対策本部」等の

関係機関と一体となって、想定される危機の発生防止に努め、危機が発生したとき

には迅速に対応して被害防止や軽減を図り、市民の安全と安心を確保することを目

的とする。

対象とする災害等

◆ 「災害対策本部」が設置され、全職員が配備される「第３配備体制」となる 

 災害等。 

◆ その他、議長が当指針の適用を必要と認める事態等。 

 ※ ただし「北九州市国民保護計画」に基づき、本市「国民保護対策本部」等が

国民保護措置を実施する際には、必要な協力・支援を行う。

対応指針（概要）

災害等の発生 

初
動
期
経
過
後

初
動
期

（
発
生
当
日
か
ら
概
ね
３
日
後
ま
で
）

◆「災害対策本

部」が「第３

配備体制」を

発令。

◆災害等への

対応。

執行部市議会議員 市議会事務局

北九州市議会災害・市民安全確保対策本部

本会議･委員会等開会時 
→避難、傍聴者等の誘導
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地域において
市民の安全確保

被災状況等
情報提供

◆国・県・政党・関係機関等に要望
◆他議会等と連携 

◆情報・要望等を一元化
◆市本部等へ要請 

平常時 定期的に避難訓練を実施。傍聴者等の避難誘導、安全確保のための対応
を万全の体制で行えるよう、平常時から備える。

市議会

本会議･委員会等開会時 
→休憩･散会

◆本部の設置 

◆関係議員招集 
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